
５.　賞与等の支給がなかった加入者（支給額「
0円」と報告した等、未確認連絡書等が届い
た加入者を含む）に対し、新たに賞与等を支
給した場合は、訂正前の内容を「0円」とする
のではなく、「賞与等支給報告書」により報告
してください。
6. 　賞与等の支給が取り消された場合は、訂正
後の内容を「0円」とするのではなく、「標準報
酬月額改定・賞与等取消申出書」を提出して
ください。 
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